
重 要 

裏面あり 

令和 2 年 5 月 22 日 

保護者の皆さま 

認定こども園 長岡和光幼稚園なごみ保育園 

なごみ保育園分園 

 

今後の感染拡大防止対応について 

 

 平素よりお世話になっております。 

 さて標記対応について、さらに緩和しつつ、引き続き感染拡大防止対策を下記の通り実施します。前

回からの変更点がわかるよう見え消しにしております。 

なお、通常に近い状況での活動となりますので、自粛による保育料等の減額は 6 月以降実施しませ

ん。 

皆さまには油断せず、引き続きご理解とご協力をお願いします。 

 

■期間 令和 2 年 5 月 25 日(月)～ 

 

■感染防止のルール 

 

★体調管理の徹底 

 

① 園児が感染疑いのある症状を発症している間は登園できません。 

   発熱（37.5℃以上）・咳・下痢・倦怠感（体のだるさ）・のどの痛み・嗅覚や味覚の障害 

・結膜炎・そのほか体調不良のとき 

② 上記症状が園で発症した場合、直ちにお迎えを要請し体調が回復しても翌日は登園できません。 

③ 兄弟が早退した場合は一緒に降園してください。 

④ その他感染症や疾病については完全に回復するまで登園できません。 

⑤ 慢性疾患以外の与薬はしません。 

⑥ 慢性疾患（小児ぜんそく・アレルギー性鼻炎等）は薬で症状が抑えられない場合は登園できません。 

⑦ 3 歳以上児は検温表の提出をしてください。 

持参し忘れた際は園児と一緒に取りに戻って下さい。 

6 月以降休止します。 

 

★在園時間の短縮 

 

⑧ 登園は 1 週間に 5 日以内とします。土曜保育をご利用の方は平日 1 日お休みしてください。 

⑨ 平日にご両親や祖父母のお仕事がお休みの場合は、9 時登園、15 時降園をお願いします。 

 

 



 

 

★衛生管理の徹底 

 

⑩ 園舎に入る際はマスクを着用してください。園児は任意です。 

  気温が上がり息苦しくなってきておりますので、園庭(屋外)では原則着用しません。 

⑪ 園舎に入る際は手指消毒もしくは手洗いをして下さい。園児も同様です。 

 

★情報管理義務 

 

⑫ 園児並びに同居する家族、家族の勤務先、家族の就学先で感染者もしくは濃厚接触者が発生した場

合は、速やかに園までご報告ください。 

 

■保育料について 

 

① 3 歳以上児(1 号、2 号認定児)はすでに保育料無償化のため、お休みしても減額はありません。 

② 3 歳未満児(3 号認定児)のみ保育料を減額(還付)します。 

  6 月以降通常通りとなります。 

 

■諸経費について 

 

① 食育費、教材費、スクールバス代、オムツ処理代などの諸経費は減額しません。 

② 但し、5 月 11 日朝 9 時までにご連絡いただいた方で、期間中すべて自粛する場合は食育費、スクー

ルバス代、オムツ処理代は徴収しません。 

  6 月以降通常通りとなります。 

 

■その他 

 

① 全職員も園児同様に感染防止のルールを適用します。 

② 当園では 37.5℃以上の発熱を確認した際、複数の体温計で２～３回検温し保護者へ連絡しておりま 

す。 

③ 園でのプール遊びや年長中児のエコトピア寿でのプール活動は、衛生管理等が難しいことから実施 

しません。 

  但し、水に浸からずに水遊びを楽しみたいと思います。 

④ 乳児の沐浴は衛生管理等が難しいことから実施しません。 

  代替え策として、濡れタオルで体を拭くなどして汗の始末をします。 

⑤ 今夏はエアコンを使用する際も換気をし続けますので、例年以上に服装に気をつけてください。 

 

以上 


